
農地法許可申請・届出の締切日について 
 

申請 届出 用途 締切日 

第 3 条許可申請 
耕作目的で農地を 

売買または貸借する場合 

毎月 20 日 

（土・日・祝日の場合は、翌日） 

第 4・5 条許可申請 市街化調整区域の農地を転用する場合 
毎月 20 日 

（土・日・祝日の場合は、翌日） 

第 4・5 条届出 市街化区域の農地を転用する場合 
毎週金曜日 

（  祝日の場合は、前日 ） 

○ 第 3 条 申請から許可の流れ 

 

締切日原則 20 日              翌月（原則８日） 

○ 第 4・5 条 申請から許可の流れ 

 

締切日原則 20 日              翌月（原則８日）   翌月（原則 20 日） 
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